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令和８年

第２回 教 育 委 員 会 会 議

議案第２号

秋田県教育委員会



議案第２号

条例案に対する意見について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第５５条

第４項の規定により、令和８年２月１３日付け議事－７６８により意見を求められて

いた次の条例案について、原案のとおり同意する。

議案第７６号 市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を改正する条例案

令和８年２月１７日提出

秋田県教育委員会教育長 安 田 浩 幸

理 由

市町村への権限移譲の推進に関する条例（平成１６年条例第７１号）のうち、市

町村の設置する幼稚園の設置廃止等の届出の受理に係る規定を改める条例案につい

て、秋田県議会から意見を求められている。これが、この議案を提出する理由であ

る。
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議事 － ７６８

令和８年２月１３日

秋田県教育委員会

教育長 安 田 浩 幸 様

秋田県議会議長 工 藤 嘉 範

条例案に対する意見聴取について

知事から提出された次の条例案について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

５５条第４項の規定により、貴委員会の意見を求めます。

なお、議事運営の関係上、２月２６日までに御回答くださるようお願いいたします。

議案第７６号 市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を改正する条例案

担当 議会事務局議事調査課 須藤（内線2121）
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議
案
第
七
十
六
号

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
表
三
の
項
中
「
の
設
置
の
届
出
」
を
「
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ
た
旨
の
通
知
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
の
設
置
の
認
可
」
を
「
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ

た
旨
の
通
知
の
受
理
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
の
設
置
者
等
か
ら
の
報
告
の
徴
収
」
を
「
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ
た
旨
の
通
知
の
受
理
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
十
五
中
第
七
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
六
号
を
第
十
号
と
し
、
同
表
第
五
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
九
号
と
し
、
同
表
第
四
号
中

「
児
童
福
祉
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
八
号
と
し
、
同
表
第
三
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
七
号
と
し
、
同
表
第
二
号
中
「
児
童
福

祉
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
六
号
と
し
、
同
表
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
五
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一

児
童
福
祉
法
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ
た
旨
の

通
知
の
受
理

二

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
に
お
け
る
被
措
置
児
童
等
の
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

三

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
に
対
す
る
指
導
等

四

法
第
三
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
に
係
る
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
等
の
内
容
等
の
報
告

別
表
第
二
十
八
中
第
九
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
」
及
び
「
」
と

い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
五
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一

児
童
福
祉
法
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
私
立
の
保
育
所
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ
た
旨
の
通
知
の
受
理

二

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
私
立
の
保
育
所
に
お
け
る
被
措
置
児
童
等
の
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

三

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
私
立
の
保
育
所
の
設
置
者
に
対
す
る
指
導
等

四

法
第
三
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
私
立
の
保
育
所
に
係
る
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
等
の
内
容
等
の
報
告

別
表
第
二
十
八
の
二
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

児
童
福
祉
法
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
外
保
育
施
設
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ
た
旨
の
通
知
の
受

理
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別
表
第
二
十
八
の
二
中
第
七
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

二

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
外
保
育
施
設
に
お
け
る
被
措
置
児
童
等
の
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

三

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
外
保
育
施
設
の
設
置
者
に
対
す
る
指
導
等

四

法
第
三
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
外
保
育
施
設
に
係
る
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
等
の
内
容
等
の
報
告

五

法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
外
保
育
施
設
の
設
置
者
等
か
ら
の
報
告
の
徴
収
等

別
表
第
二
十
九
の
二
中
第
三
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

三

学
校
教
育
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十

七
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ

た
旨
の
通
知
の
受
理

四

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
に
お
け
る
入
園
児
虐
待
の
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

五

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
の
設
置
者
に
対
す
る
指
導
等

六

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
に
係
る
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
等
の
内
容
等
の
報
告

七

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
に
お
い
て
発
生
し
た
入
園
児
虐
待
の
状
況
等
の
報
告

別
表
第
三
十
中
第
五
号
を
第
九
号
と
し
、
第
四
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

四

学
校
教
育
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

「
準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
私
立
の
幼
稚
園
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ
た
旨
の
通
知
の
受
理

五

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
私
立
の
幼
稚
園
に
お
け
る
入
園
児
虐
待
の
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

六

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
に
対
す
る
指
導
等

七

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
私
立
の
幼
稚
園
に
係
る
第
五
号
に
掲
げ
る
措
置
等
の
内
容
等
の
報
告

別
表
第
五
十
三
の
備
考
中
「
ゴ
イ
サ
ギ
、
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日
提
出
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秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

知
事
等
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
市
町
村
へ
の
移
譲
の
推
進
を
図
る
た
め
権
限
移
譲
対
象
事
務
に
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
三
条
の
十
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ
た
旨
の
通
知
の
受
理
等
の
事
務
を
加
え
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る

理
由
で
あ
る
。
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市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
子
育
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）

（
子
育
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）

第
六
条

子
育
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
係
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
は
、
次
の
表
の
上

第
六
条

子
育
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
係
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
事
務
そ
の
他
の
事
務
で
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
に
定
め
る
事

欄
に
掲
げ
る
事
務
そ
の
他
の
事
務
で
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
に
定
め
る
事

務
と
す
る
。

務
と
す
る
。

一
・
二

略

略

一
・
二

略

略

三

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
に
係
る
一
般
通

略

三

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
の
届
出

略

告
等
が
あ
っ
た
旨
の
通
知
の
受
理

の
受
理

四

私
立
の
保
育
所
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ

略

四

私
立
の
保
育
所
の
設
置
の
認
可

略

た
旨
の
通
知
の
受
理

五

認
可
外
保
育
施
設
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ

略

五

認
可
外
保
育
施
設
の
設
置
者
等
か
ら
の
報
告

略

っ
た
旨
の
通
知
の
受
理

の
徴
収

六
～
九

略

略

六
～
九

略

略

別
表
第
二
十
五
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二
十
五
（
第
六
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一

児
童
福
祉
法
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と

略

略

い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
に
係
る
一
般
通
告
等

が
あ
っ
た
旨
の
通
知
の
受
理

二

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市

町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
に
お
け
る
被
措
置
児
童
等

の
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

三

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市

町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
に
対
す
る
指
導

等
四

法
第
三
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
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町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
に
係
る
第
二
号
に
掲
げ
る

措
置
等
の
内
容
等
の
報
告

五

法

第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

一

児
童
福
祉
法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

保
育
所
の
設
置
の
届
出
の
受
理

保
育
所
の
設
置
の
届
出
の
受
理

六

法

第
三
十
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ

二

児
童
福
祉
法
第
三
十
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ

る
保
育
所
の
廃
止
等
の
届
出
の
受
理

る
保
育
所
の
廃
止
等
の
届
出
の
受
理

七

法

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

三

児
童
福
祉
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
等
か
ら
の
報

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
等
か
ら
の
報

告
の
徴
収
等

告
の
徴
収
等

八

法

第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

四

児
童
福
祉
法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
に
対
す
る
改

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
に
対
す
る
改

善
命
令
等

善
命
令
等

九

法

第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

五

児
童
福
祉
法
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
に
対
す
る
事

市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
の
設
置
者
に
対
す
る
事

業
の
停
止
命
令

業
の
停
止
命
令

十
・
十
一

略

六
・
七

略

別
表
第
二
十
八
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二
十
八
（
第
六
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一

児
童
福
祉
法
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と

略

略

い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
私
立
の
保
育
所
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ
た
旨

の
通
知
の
受
理

二

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
私

立
の
保
育
所
に
お
け
る
被
措
置
児
童
等
の
状
況
等
を

確
認
す
る
た
め
の
措
置

三

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
私

立
の
保
育
所
の
設
置
者
に
対
す
る
指
導
等

四

法
第
三
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
私

立
の
保
育
所
に
係
る
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
等
の
内
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容
等
の
報
告

五

法

一

児
童
福
祉
法
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と

第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
育

い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
育

所
の
設
置
の
認
可

所
の
設
置
の
認
可

六
～
十
三

略

二
～
九

略

別
表
第
二
十
八
の
二
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二
十
八
の
二
（
第
六
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一

児
童
福
祉
法
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と

略

一

児
童
福
祉
法
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と

略

い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

い
う
。
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

る
認
可
外
保
育
施
設
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ
た

外
保
育
施
設
（
同
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
法
第

旨
の
通
知
の
受
理

六
条
の
三
第
九
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
又
は
第
三
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置

者
等
か
ら
の
報
告
の
徴
収
等

二

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
外
保
育
施
設
に
お
け
る
被
措
置
児
童
等
の
状
況
等

を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

三

法
第
三
十
三
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
外
保
育
施
設
の
設
置
者
に
対
す
る
指
導
等

四

法
第
三
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
外
保
育
施
設
に
係
る
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
等
の

内
容
等
の
報
告

五

法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
外
保

育
施
設
の
設
置
者
等
か
ら
の
報
告
の
徴
収
等

六
～
十
一

略

二
～
七

略

別
表
第
二
十
九
の
二
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二
十
九
の
二
（
第
六
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一
・
二

略

略

一
・
二

略

略
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三

学
校
教
育
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
準

用
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
の

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚

園
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ
た
旨
の
通
知
の
受
理

四

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
五
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
に
お
け

る
入
園
児
虐
待
の
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

五

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
五
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
の
設
置

者
に
対
す
る
指
導
等

六

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
に
係
る

第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
等
の
内
容
等
の
報
告

七

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
に
お
い

て
発
生
し
た
入
園
児
虐
待
の
状
況
等
の
報
告

八

略

三

略

別
表
第
三
十
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
三
十
（
第
六
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一
～
三

略

略

一
～
三

略

略

四

学
校
教
育
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
「
準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。

）
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
私
立
の

幼
稚
園
に
係
る
一
般
通
告
等
が
あ
っ
た
旨
の
通
知
の

- 9 -



受
理

五

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
五
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
私
立
の
幼
稚
園
に
お
け
る
入
園
児
虐

待
の
状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

六

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
五
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
私
立
の
幼
稚
園
の
設
置
者
に
対
す
る

指
導
等

七

準
用
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
私
立
の
幼
稚
園
に
係
る
第
五
号
に
掲

げ
る
措
置
等
の
内
容
等
の
報
告

八
・
九

略

四
・
五

略

別
表
第
五
十
三
（
第
八
条
関
係
）

別
表
第
五
十
三
（
第
八
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一
～
七

略

略

一
～
七

略

略

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
は
、
県
以
外
の
も
の
が

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
は
、
県
以
外
の
も
の
が

カ
ル
ガ
モ
、
ト
ビ
、
キ
ジ
バ
ト
、
カ
ワ
ラ
バ
ト
、
ヒ
ヨ

ゴ
イ
サ
ギ
、
カ
ル
ガ
モ
、
ト
ビ
、
キ
ジ
バ
ト
、
カ
ワ
ラ
バ
ト
、
ヒ
ヨ

ド
リ
、
ニ
ュ
ウ
ナ
イ
ス
ズ
メ
、
ス
ズ
メ
、
ム
ク
ド
リ
、
ハ
シ
ボ
ソ
ガ

ド
リ
、
ニ
ュ
ウ
ナ
イ
ス
ズ
メ
、
ス
ズ
メ
、
ム
ク
ド
リ
、
ハ
シ
ボ
ソ
ガ

ラ
ス
、
ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス
、
ハ
ク
ビ
シ
ン
及
び
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ

ラ
ス
、
ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス
、
ハ
ク
ビ
シ
ン
及
び
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ

る
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
又
は
生
態
系
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る

る
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
又
は
生
態
系
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る

目
的
（
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
あ
っ
て
は
、
人
へ
の
被
害
を
防
止
す
る
目

目
的
（
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
あ
っ
て
は
、
人
へ
の
被
害
を
防
止
す
る
目

的
に
限
る
。
）
で
行
う
こ
れ
ら
の
鳥
獣
の
捕
獲
等
及
び
こ
れ
ら
の
鳥

的
に
限
る
。
）
で
行
う
こ
れ
ら
の
鳥
獣
の
捕
獲
等
及
び
こ
れ
ら
の
鳥

獣
（
ハ
ク
ビ
シ
ン
及
び
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
を
除
く
。
）
の
卵
の
採
取
等

獣
（
ハ
ク
ビ
シ
ン
及
び
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
を
除
く
。
）
の
卵
の
採
取
等

に
係
る
も
の
に
限
る
。

に
係
る
も
の
に
限
る
。
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（参考条文） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

 

第５章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等 

 

（条例による事務処理の特例） 

第五十五条 都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の

定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合に

おいては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員

会が管理し及び執行するものとする。 

２・３ 略 

４ 都道府県の議会は、第一項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該都

道府県委員会の意見を聴かなければならない。 

５～１０ 略 
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